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インターネットオークションにおける公序
──近時のドイツの裁判例を素材として──

渡邉　　拓

Ⅰ　本稿の目的

　近時のドイツの裁判所では、ドイツで最もポピュラーなインターネットオー

クションプラットフォームである eBay 上で締結された売買契約をめぐる問題

が数多く取り上げられるようになってきている。筆者は、以前、ドイツの連邦

通常裁判所（以下「BGH」という）のインターネットオークションにおける

暴利行為と契約責任の問題についての裁判例を検討した 1）。

　しかしその後も、BGH においてインターネットオークションをめぐる重要

な裁判例が相次いで出されている。特に、投機的性格を有するインターネット

オークションにおいて、自由競争の法理はどこまで及ぶのか、その限界はどこ

にあるのかという問題がクローズアップされてきている。そこで、本稿では、

インターネットオークションを巡る近時の BGH の裁判例を素材として、自由

競争が支配するインターネットオークションを制御するルール、すなわち公序

論　  説

　　　　　　　　　　　　　　

1）  拙稿「インターネットオークションにおける暴利行為と契約責任」横浜国際経済法学（2013）
21 巻 3 号 81 頁以下、拙著『性質保証責任の研究』（成文堂、2015）281 頁以下。
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の問題について検討し、日本法についても一定の示唆を得ることを目指す 2）。

Ⅱ　オークションの取消しと取消ハンター

　インターネットオークションにおいては、往々にして、出品者が一度行った

出品を取りやめるということが起こる。とくに、オークション外でより有利な

買主を見つけた場合などには、出品を取り消すことによって、市場価格を下回

る額で落札されるリスクを回避し、さらに手数料も節約できる。

　しかし、eBay 約款第 6 条 6 号には、「売主によって締切前に出品が取り消さ

れた場合には、売主と最高額入札者（Höchstbietender）との間で契約が成立

する。ただし、売主に、出品を撤回し、なされた入札を取り消すことが許され

る場合を除く」という条項がある 3）。どのような場合に、売主に出品の撤回が

許されるのかについては、同約款に規定はないが、eBay のヘルプページには、

売主が出品の入力の際に誤った場合（例えば：商品の表示の本質的錯誤；ス

タート価格あるいは最低落札価格（Mindestpreis）の記載の錯誤）又は売主に

責に帰すべき事情なく、当該商品を買主に引き渡すことが不能になった場合、

すなわち、たとえば、売主に責に帰すべき事由なく、滅失、毀損、又は盗まれ

た場合がこれに該当するという記載がある 4）。

　　　　　　　　　　　　　　

2）  これまでにもインターネットオークションについては、優れた論考が多数出されている。
重要なものとしては、河野俊行「インターネットオークションの法的分析（1・2 完）」
NBL730 号（2002）13 頁以下、733 号（2002）70 頁以下、右近潤一「インターネット・オー
クションにおける売買契約の締結とその効力」同志社法学 54 巻 1 号（2002）312 頁以下、
占部洋之「インターネットオークションにおける契約の成立」大阪学院大学通信 33 巻 9
号（2002）37 頁以下、磯村保「インターネット・オークション取引をめぐる契約法上の
諸問題」民商 133 巻 4・5 号（2006）104 頁以下が挙げられる。

3）https://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html#formate

4）http://pages.ebay.de/help/sell/end_early.html
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　このような「正当な理由」なく出品が取り消された場合には、最高額入札

者との間で契約が成立するという eBay の約款は、いわゆる「取消ハンター

（Abbruchjäger）」の登場を誘発するようになった。取消ハンターは、多数のオー

クションにおいて、高額の商品に対して最低価格の入札を行い、出品者がその

出品を（特にオークション外での売却など）正当な理由がないにもかかわらず

取り消すことを狙っている。取消ハンターがこの時点で、まだ、最高額入札者

であった場合には（場合によってはスタート価格の 1 ユーロで）、eBay の約款

に従って契約が成立する。その契約によって、売主は履行義務、場合によっては、

─売主が当該商品をすでに他人に譲渡していた場合には─、給付に代わる

損害賠償又は BGB285 条 5）により無駄になった費用の賠償を義務づけられる。

出品された商品の価値と（通常はそれよりも少額の）最高額入札（Höchstgebot）

との差額を落札者の損害と見るならば、不注意な売主の犠牲のもとに、莫大

な利益が獲得されることになる。例えば判例で問題となったケースとしては、

1,125 ユーロの価値があると主張されている中古のカメラが 70 ユーロで落札さ

れたケース 6）、8,500 ユーロの価値があると主張されている発動機が 1 ユーロ

で落札されたケース 7）等がある。

　もっともこのような結論は、買主と落札者との間に有効な契約が成立してい

ることが前提となるが、「出品は取り消した」という売主の主観的認識とは一

致していないために問題が生じうる 8）。

　次に紹介する事件も、5,250 ユーロの価値があるとされている中古車が 1

　　　　　　　　　　　　　　

5）BGB の条文訳については、後掲の【BGB 参照条文】を参照。

6）BGH2011 年 6 月 8 日民事第 8 部（NJW 2011, 2643）

7）BGH2014 年 12 月 10 日民事第 8 部（NJW 2015, 1009）

8）  Malte Stieper, Vorzeitige Beendigung einer eBay-Auktion-Ausgestaltung von 
Willenserklärungen durch AGB als Herausforderung für die Rechtsgeschäftslehre, MMR 
2015, 627.
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ユーロで落札されたケースであり、取消ハンターによる損害賠償請求が有効か

どうかが問題となったものである。

１ユーロの自動車事件（1 Euro-Auto-fall）
　BGH2014 年 11 月 12 日民事第 8 部判決（ZR 42/14）（NJW 2015, 548）

【事実関係】

（1  ）被告は、2012 年 5 月 24 日の夕方、中古のＶＷパサートを eBay のインター

ネットオークションのために、期間 10 日間、スタート価格 1 ユーロで出品

した。原告は出品のわずか 1 分後に入札した。その際、原告は、555 ユーロ

55 セントの自動入札限度枠（Maximalgebot）を付けた。約 7 時間後、被告

はオークションを取り消した。この時点で、原告は、唯一の入札者であった。

被告は、問い合わせに対して、オークション外で買主を見つけた、というこ

とを伝えた。

（2  ）原告は被告に対して、当該自動車は 5,250 ユーロの価値があるという主張

とともに、5,249 ユーロ（スタート価格の 1 ユーロを控除した額）の損害賠

償を求めた。

（3  ）一審（LG ミュールハウゼン）は、原告の請求を認容した。原審（OLG イェー

ナ）は、被告の控訴を棄却した。原審によって許可された上告とともに、被

告は、訴え却下の申立ても追加した。

【原審の判断】

（1）売買契約の有効性（錯誤・暴利行為）

　当事者間には、有効な売買契約が存在しており、被告は、その不履行につい

て損害賠償責任を負わなければならない。被告によって表示された取消しは、

有効なものではない。なぜなら、BGB119 条 1 項の錯誤は何ら存在していなかっ

たからである。本件売買契約は、原告の非難すべき主観的事情（verwerflicher 

Gesinnung）を欠いているために、公序良俗にも反しない（BGB138 条 1 項）。「お

買い得（Schnäppchen）」についての双方のチャンスは、eBay のオークション
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にとってまさに典型的なものである。

　「お買い得」として許されるのは、現実的な価格差の範囲内である場合に限

られる、という OLG コブレンツ（MMR 2009, 630）の見解とは異なり、権利

濫用も存しない。買主は、単に、売主自らが買主に提供した売買のチャンスを

利用したに過ぎない。確かに、eBay の売買プラットフォーム上以外では、給

付と反対給付の間にそのような不均衡のある契約は決して存立しえない。しか

し、eBay の利用によって、そのような不均衡は受容されうる。売主は最低落

札価格も入力できるので、売主は買主から保護される必要はない。

【BGH の判断】

　上告棄却。

（1）錯誤について

　BGH は、被告はインターネットオークションを正当な理由なく、予定より

早く取り消したが、その出品の取消しは BGB119 条以下の錯誤によって正当化

されないということを認定した原審の判断を正当なものとして是認した。

（2）準暴利行為について

　BGH は、「被告との間で締結された売買契約は準暴利行為として無効である

（BGB138 条 1 項）という理由によって、損害賠償請求権は否定されない。イ

ンターネットオークションの場合には、入札者の自動入札限度枠と出品物の（認

定された）価値との間の著しい不均衡は、当然には、BGB138 条 1 項の出品者

の非難すべき主観的事情を推論しない。さらに、─給付と反対給付の間のあ

りうる不均衡に付け加えて─、インターネットオークションの枠内における

契約締結の際に入札者の非難すべき主観的事情を推論しうるような事情も必要

である」とする。しかし、原審はそのような事実を認定しなかったとして、「な

ぜ、市場価格を下回る（最高）入札額が道義上非難されなければならないのか、

全く理解できない。自動入札限度枠を入れた入札者は、それを予想されうる市

場価値に合わせる義務はない。当部が既に判断しているように、オークション

の目的物を「お買い得価格」で取得し、逆に、譲渡人は、競り上げのメカニズ
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ムによって彼にとって有利な価格を達成するチャンスを獲得するということが

まさにインターネットオークションの魅力を形成する」として、BGH2012 年

3 月 28 日判決（NJW 2012, 2723）9）を引用して、原告の行為は、準暴利行為に

は該当しないと判断した。

（3）権利濫用の抗弁

　上告理由は、「買主は予期し得ない予定より早いオークションの取消しに

よって利益を得るつもりであり、オークションがそのまま継続したとしても売

買目的物を、事実上、最低限の入札額で取得するということを期待できないと

いう理由から、買主は保護される必要はない」という OLG コブレンツの見解

（OLG コブレンツ 2009 年 6 月 3 日 MMR 2009, 630）を引用しているが、この

ような見解は、学説においても明確に否定されているとする。BGH はその理

由として、「売主は、最低落札価格の仕組みではなく、市場価値を下回る低額

のスタート価格を選択することによって、売主にとって不利にオークションが

推移することのリスクを取ったことになるからで、さらに、被告は、本件事情

のもとで、正当理由が無いにもかかわらずオークションを取り消すことを被告

自ら決定することによって、前述のリスクが現実化することについての原因を

作ってしまった」ことを理由として挙げる。

検討
（1）シュテファン・ローレンツ教授の見解

　ローレンツ教授は、本件において、「─履行期の経過後─ BGB280 条 1

項、3 項、281 条により、当該自動車の価値から 1 ユーロを控除した額を、給

付に代わる損害賠償として原告は請求しうる」という BGH の結論を、「気の

毒なことではあるが、しかし、正しい判断である」と評する。

　　　　　　　　　　　　　　

9）  2012 年の判決については、拙稿・前掲横浜国際経済法学 21 巻 3 号 81 頁以下、前掲『性
質保証責任の研究』281 頁以下を参照。
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　そして、「売主が既に目的物を他に売却し、かつ譲渡し、そして、譲受人は

返還のつもりがない場合、BGB275 条 1 項の（主観的）不能が存在している」

として、その場合は、「履行不能が帰責の根拠とな」るとする。「確かに、その

場合は、契約締結時（本件の場合は競売の取消し時）にすでに給付は不能であ

るので、BGB311a 条 2 項に基づく責任も考えうる。もっとも、契約締結が延

長された場合における原始的あるいは後発的不能の問題については、契約締結

時は正しいものではなく、拘束力ある出品の効力発生時（すなわち商品入荷）

が基準となる」とする。そして、「eBay オークションについては、このような

定めは、プラットフォームの条項にすでに採用されている。すなわち、給付に

代わる損害賠償の請求権は、その場合、BGB280 条 1 項、3 項、283 条に基づ

いて発生し、期間の定めは不要である。もし、売主が目的物をその価値よりも

高い値で第三者に売却した場合には、BGB285 条により収益の返還も考慮され

る」とする 10）。

（2）トーマス・リーム教授の見解

　リーム教授は、「本判決は、実務にとって、新たに、オークションの軽率な

取消しの危険性を示唆する」という。

　「オークションの取消しは、技術的には、本質的な障害なく、常に可能なの

で、取消しについて、後になって、裁判所に認められるような理由が何らない

にもかかわらず、そのオークションを取り消すという危険を売主は冒すことに

なる。したがって、売主は、その意思に反するオークションを効力のないもの

として打ち切ったのではなく、取消しの時点でたまたま最高額入札者であった

者に─本件が示すように、場合によっては 1 ユーロで─売却するはめにな

る。この帰結は─まさに目的物を第三者へ譲渡してしまった場合には─厳

　　　　　　　　　　　　　　

10）http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/viiizr42_13.htm
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しいものとなる。すなわち、売主は、eBay の買主に市場価値（1 ユーロを控

除した）を損害賠償として支払う義務を負い、それによって、取引全体について、

かなりの損失を被る。他方で、このような入札者に有利な判決は、本件のよう

に予定より早いオークションの終了を期待して、リスクなく高額の商品に最低

限の入札をして、単に誤って取り消しただけのオークションによって、軽率な

売主の負担でかなりの利益─本件の場合 4 桁にも上る─を獲得することが

できる、いわゆる取消ハンターとして活動する者にとって追い風となる。しか

し、結局、各々が自ら、その人の取引にとってどのようなプラットフォームが

最も利便性が高いのかを判断することになる─そうこうするうちに BGH の

判決について日刊紙が十分詳細に報道した後には、そのような危険は十分に認

識されることになるであろう」と述べる 11）。

（3）マルテ・シュティーパー教授の見解

　シュティーパー教授は、「オークションの打ち切り時点でたまたま最高額

入札者であった者との間の契約締結を擬制する」という eBay 約款に沿った

BGH の結論は、「なんら問題の解決とならない」という。なぜなら「自己に有

利な契約を締結することに対する個々の入札者の信頼を保護することが問題な

のではなく、オークションプラットフォームとしての機能を果たす能力を全体

として保持することが重要だからである」という。そのうえで、「原則として、

eBay オークションの参加者は、その受諾した eBay 約款の条項に拘束されて

いることは間違いない。なぜなら、その取引のためにどのようなオークション

プラットフォームを利用するかということは、各々自らが決断するにすぎない

からである」とするが、しかし、「BGH は、理由のない出品の取消しの場合に、

eBay 約款 6 条 6 号のフィクションと一致して、打ち切り時点での最高額入札

　　　　　　　　　　　　　　

11）  Thomas Riehm, Abbruch einer Internetauktion und grobes Missverhältnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung, JuS 2015, 355, 358.
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者との間の契約締結を仮定することによって、必要もないのに、取消ハンター

のビジネスモデルを助長することになっている」として、本判決を批判してい

る 12）。

取消ハンター事件（Abbruchjäger-fall）
　BGH2016 年 8 月 24 日民事第 8 部判決（ZR 182/15）（NJW 2017, 487）

【事実関係】

（1  ）原告は民事上の組合であり、その管理人の息子である証人 H に、組合名

から導かれる「I…」というユーザー名で、eBay の利用者口座を開設するこ

とを許した。

（2  ）被告は、2012 年 1 月末に、中古の 5 段変速、キックスターターを備えた

ヤマハのオートバイを、eBay に期間 10 日間、スタート価格 1 ユーロで出品

した。その際、被告は、「3 段変速」及び「電動スターター」という誤った

商品表示を行っていた。2012 年 1 月 26 日─オークション締切日の 9 日前

─証人 H は、「I…」のユーザー名で入札を行った。その際、H は、自動

入札限度枠を 1,234 ユーロ 57 セントで入札した。数分後に被告はオークショ

ンを打ち切り、唯一の入札者であった原告の入札を取り消した。被告は、商

品表示を訂正し、数時間後に本件オートバイを再び eBay に出品した。

（3  ）2012 年 7 月 5 日付の弁護士の文書によって、原告は、本件オートバイの

引き渡しを求めたが、すでにその間に譲渡されてしまったため無駄に終わっ

た。

（4  ）原告は被告に対して、本件オートバイは 4,900 ユーロの価値を有していた

はずであるという主張に基づいて、4,899 ユーロに利息を付した額の損害賠

償及び訴訟提起までの弁護士費用の支払いを求めた。2012 年 8 月 15 日─

　　　　　　　　　　　　　　

12）Stieper, a. a. O., MMR 2015, 627, 631.
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訴状の送達がなされた 2012 年 8 月 31 日よりも前─、原告は、証人Ｈに、

彼によってなされた eBay 取引に基づく請求権を無償で譲渡していた。

（5  ）AG バウツェンは、訴えを一部認容した。LG ゲルリッツは、被告の控訴

に基づいて、以下の理由で、原告の請求を全部棄却した。原告は、原審によっ

て許可された上告とともに、さらにその支払要求も追加した。

【原審の判断】

（1）原告の当事者適格

　係争前になされた、発生した債権の証人 H への譲渡に関わらず、原告は、

任意的訴訟担当として、譲渡した債権をさらに訴求する原告適格を認められる。

（2）権利濫用

　本件損害賠償請求は、本件において存在している例外事情の全状況に鑑み、

権利濫用である。証人 H は、いわゆる「取消ハンター」であった。とりわけ、

被告は早い時期に証人 H の入札を取り消して、その結果、被告に対する損害

賠償請求権を主張することができるようになってしまった、という点が問題で

あった。この点については、原告には、BGB166 条 1 項が類推されうる。

　過去においては、まだ、彼の父親によって管理されている原告組合の「陰に

隠れて」はいなかった証人 H は、2014 年 10 月 6 日の LG パッサウの判決の事

実認定によれば、2011 年夏の時点で、eBay において、合計 215,000 ユーロの

入札を行い、そして、4 つの裁判が係争中で、それらにおいて、訴訟救助の申

し立てをしていた。確かに、LG パッサウの判決の結論は、第二審（2015 年 4

月 9 日 OLG ミュンヘン）で変更されたが、事実認定に関しては、OLG は一審

判決を引用していた。

　確かに「取消ハンター」に固有の悪意のみではいまだ権利濫用を根拠づけ

ない。しかし、本件においては、さらに、原告は、被告が本件オートバイを

eBay に再び出品した後に、再度、入札をするという可能性を有していたとい

う事情が付け加わる。証人 H は、この点について認識していたことを認めて

いる。原告は、再取得によって、被告が本件オートバイを第三者に譲渡すると
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いう─当然ありうる─可能性を防ぎえた。

　権利濫用の認定は、原告が主位的に本件オートバイの引渡し及びそれに伴う

損害賠償を請求しているということと矛盾しない。むしろ原告は、─被告は

その間に本件オートバイを他に譲渡したということは認定されている─裁判

上の主張をするのに半年以上もかかっていた。

【BGH の判断】

　上告棄却。

（1）権利濫用

　法的争点に対する判断について、証明責任に基づいて、明白な法的瑕疵なく

認定された権利濫用（BGB242 条）についての原審の説明については、特に判

断する必要はない。

（2）原告の当事者適格

　原告は─原審の認定とは異なり─、任意的訴訟担当に基づいたとしても、

証人 H に譲渡された請求権を適法に主張する権限を有しない。

　BGH の判例によれば、任意的訴訟担当は、権利者の請求権の裁判上での訴

求についての訴訟担当者の有効な授権および当該権利の訴求について授権者に

保護に値する利益があることが要件となる。判決が自己の法的地位に影響を及

ぼす場合には、そのような要件は満たされており、経済的実質も存在しうる。

　上告審においても、職権調査事項であるこれらの訴訟要件は、本件では満た

されていない。たとえ、原告による訴訟追行を明確に同意していた証人 H が、

推断的行動によって、訴訟追行権について原告に授権をしていたとしても、訴

訟追行についての原告の法的保護に値する利益は存在しない。

検討
（1）BGH の判断枠組み

　取消ハンター事件では、民法上の組合である原告は、争点となっている損害

賠償請求権を単に任意的訴訟担当者として主張していたという訴訟法上の特殊
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性が存在していた。もっとも、BGH は、任意的訴訟担当の要件は満たされて

いないものとみなし、事件について判断することなく訴えを却下した。しかし、

原審は、取消ハンターの自身の入札に基づく請求を、BGB242 条の信義則に反

するものとみなした。BGH は、その点について、傍論で、「明白な法的瑕疵は

ない（ohne erkennbaren Rechtsfehler）」と述べている 13）。

（2）プファイファー教授の見解

　以上の点から、プファイファー教授は、本判決は、「取消ハンターによる請

求権は一般的に権利濫用にあたるものとして排除している。言い換えると、現

実に履行利益を有しない者は、履行利益を損害賠償としても請求しえない。そ

れゆえ、この点においては、BGH の判断に無条件に従いうる」とし、「特に、

そのようなものとしての取消ハントの存在は、権利濫用の抗弁を根拠づけるも

のとして十分であるに違いない」と述べる。その上で、「原審によって取消ハ

ンターとして位置付けられたことは、少なくとも、弁論の全趣旨から何ら疑わ

しいところはなく、上告法上も確かに法的瑕疵はない」として、「今や、取消

ハンターによる詐害的な請求に対しては、常に権利濫用の抗弁が有効である、

ということが確認されなければならない」とする。そして、「どのような徴候が、

取消ハントを推論せしめるかということについては、いまだ更なる具体化が必

要である」と結論づける 14）。

Ⅲ　売主による自己入札

　eBay のようなインターネットオークションの魅力は、商品を特別なお買い

　　　　　　　　　　　　　　

13）  Thomas Pfeiffer, Von Preistreibern und Abbruchjägern–Rechtsgeschäftslehre bei Online-
Auktionen, NJW 2017, 1437.

14）Pfeiffer, a. a. O., S. 1437.
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得価格で手に入れるという入札者の期待に存する。しかし、これに対しては、

しばしば、売主の側では、もう一つの別のアカウントやいわゆる藁人形を介在

させて、自らのオークション出品物に入札するという悪習がみられる。これに

よって、入札者の自動入札限度枠がつり上げられるだけでなく、それ以上の競

り上げがもはやできなくなるような（事実上のオークションの中止に至る）高

額の自己入札がなされる。このような、インターネットオークションのビジネ

スモデルとは矛盾する価格操作は、2014 年 3 月 12 日まで有効であった eBay

約款（旧 eBay 約款）10 条 6 項第 2 文によれば、明らかに許されなかった。し

かし、2014 年 3 月 12 日以降の eBay 約款（新 eBay 約款）15）では、このような

禁止規定は明文では規定されていない 16）。

　このような出品者による価格操作についての法的取り扱いは、従前は、た

びたび高裁の判例の対象となっていたが、今回、次に見る裁判例によって、

BGH は、高裁や学説における見解に反して、このような自己入札は法的には

考慮されないことを強調し、契約締結の側面での解決を試みた 17）。以下では、

やや詳細にわたるが、このような自己入札に関する BGH の判断を紹介する。

自己入札事件（Shill Bidding-fall）
　BGH2016 年 8 月 24 日民事第 8 部判決（ZR 100/15）（BGHZ 211, 331）

　　　　　　　　　　　　　　

15）https://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html

16）  ちなみに、例えば、日本のヤフーオークションでは、「ヤフオク ! ガイドライン細則」の
「A. 出品者の禁止行為」に「19. 自身の出品したオークションに入札行為を行うこと」と
の記載があり、自己入札は禁止されている。よって、利用規約上自己入札はできない

（https://guide-ec.yahoo.co.jp/notice/rules/auc/detailed_regulations.html）。

17）  Philipp Eckel, Shill Bidding–Preismanipulation bei Online-Auktion durch Eigengebote, 
MMR 2017, 373.
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【事実関係】

（1  ）当事者は、被告によって 2013 年 6 月にインターネットプラットフォーム

eBay 上で行われたオークションをきっかけとする損害賠償について争って

いる。被告は、本件では、ユーザーアカウント「ｇ…」という名のもとに、

スタート価格 1 ユーロ、オークション期間 10 日間の設定で中古車 VWGolf 6

を出品した。本件オークションは、その当時適用されていた旧 eBay 約款に

基づいて行われた。旧 eBay 約款には、要約すると次のように書かれていた：

「第 10 条　オークション、即買オプション付オークション、マルチオークショ

ン及び劣後入札者の申し込み

1．ある出品者が、eBay ウェブサイト上で、ある商品を、入札形式のオーク

ションに出品した場合、出品者は、当該商品について契約締結に向けた拘束

力ある申し込みを表示している。その場合、出品者はスタート価格および、

その期間内は入札ごとに申し込みが認められうる期間（入札期間）を定める。

入札者は、入札機能上での入札の入力によって、申し込みを行っている。入

札期間内に他の入札者がより高額の入札を入力した場合には、当該入札は失

効する。オークション期間の満了あるいは出品者による予定より早い出品の

終了の場合は、出品者と最高額入札者（Höchstbietender）との間に、当該

商品の取得についての契約が成立する、（…）。

2．すべての入札者は、オークションの際に、自動入札限度枠を入力するこ

とができる。自動入札限度枠は、その入札者がその商品に支払うことのでき

る最高額である。自動入札限度枠は、出品者及び他の入札者には秘匿される。

新たな入札者がその商品に入札した場合は、最新の入札は自動的に一定の幅

で競り上がるため、その入札者は、他の参加者によって自動入札限度枠を超

える入札がされるまでは最高額入札者のままである。

3．出品者はオークションについて、一定の要件の下で、スタート価格とは

異なる最低落札価格を設定することができる。この場合には、オークション
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期間満了時の最高額入札者の入札額が最低落札価格に達しないときには、契

約締結は成立しない。（…）

4．一定の要件のもと、申し込みに、即買オプション（固定価格）をつける

こともできる。（…）

6．オークション参加者は、別のアカウントを用いて入札を入力することも

しくは第三者の意図的な介入によって、オークションの経過を操作すること

は許されない。特に、出品者が自らの出品に対して自己入札をすることは禁

じられる。（…）」

（2  ）同時に、そのようなオークションの場合に、eBay は、入札者に対して、

最新の入札の額に基づいて、いわゆる入札単位をあらかじめ設定する。それ

は、自ら最高額入札者となるためには、最新の入札額をその分だけ高値更新

しなければならない最低額である。入札額が 49.99 ユーロまでは、この入札

単位は 0.50 ユーロであり、段階的に増額される。入札額が 5000 ユーロを超

えた場合は、その時の入札単位は最終的に 50 ユーロになる。

（3  ）本件オークションは、2013 年 6 月 20 日 7 時 55 分に始まった。最初の 1 ユー

ロの入札は、どこの誰とも知れない第三者がユーザーアカウント「h ＊＊＊ 8」

を用いて入力した。原告は、そのユーザーアカウント「m…」を用いて、オー

クション期間の初日に、より高額の自動入札限度枠を入札した。それによっ

て、彼は、一時的に最高額入札者となった。売却のために出品された自動車

のために 15 時 37 分の時点で最終的に入力された自動入札限度枠は、17,000

ユーロに達した。唯一の新たな入札者として、原告と並んで、被告が、その

新たなユーザーアカウント「k ＊＊＊ k」を用いて、匿名フォームで自らオー

クションに参加し、一連のその都度競り上げた自動入札限度枠を入力し、そ

して、12 時 43 分の時点では、その額は 17,000 ユーロであった。原告は、そ

の 15 時 37 分に同額を入力した自動入札限度枠はもはやそれ以上競り上がら

ず、それゆえ、時間的な優劣に基づいて劣後した結果、この額で、被告は、
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2013 年 6 月 30 日のオークションの終了まで最高額入札者のままとなった。

（4  ）本件オークションがまだ有効期間の間、すなわち 2013 年 6 月 24 日に、被

告は、そのユーザーアカウント「g…」を用いて、同じ車両を、新たに、一

日限定 eBay オークションにスタート価格 1 ユーロで出品した。こちらは、

見知らぬ第三者が 16,500 ユーロの入札を入力したが、同様に、被告の自己

入札（再び「k ＊＊＊ k」のアカウントを用いて）によってそれは高値更新

された。

（5  ）2013 年 8 月初めに、原告は被告に対して、弁護士による書簡でもって、

回答期限付きで、当該車両を売買価格 1.50 ユーロで原告に譲渡することを

求めた。被告が、法定の期間内に、当該車両はその間にすでに譲渡されたと

いうことを通知した後に、原告は、売買契約の解除及び 16,500 ユーロの損

害賠償の支払いを求めた。

（6  ）LG テュービンゲン（Urt. v. 26.9.2014 – 7 O 490/13, BeckRS 2015, 13646）は、

訴額に利息を付した額及び訴え提起前の弁護士費用の支払いを命じる仮執行

宣言を維持した。被告の控訴に対して、OLG シュトゥットガルト（NJW-RR 

2015, 1363）は、仮執行宣言を取り消したうえで訴えを棄却した。原審によっ

て許可された上告によって、原告は一審判決の復活を求めた。上告は認容さ

れた。

【原審の判断】

　当事者間では、インターネットオークションの枠内で、当該中古車について

売買契約が成立した。原告は、最高額入札者であり続けるために、自動入札限

度枠を与えることによって、その時々の自動入札限度枠を上限として、オーク

ションの経過に応じて自己の最高額入札を必要な単位で競り上げるという指示

をプラットフォームの電子的入札システムに入力した。このような方法で、入

札システム上で「仮想の表示」として与えられ、独立した意思表示とみなされ

うるいかなる最高額入札についても、原告は、何ら必要な法的に拘束する意思

を欠いてはいない。特に、原告はすでにこの時点─すなわちオークションが
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始まって最初の 8 時間の間─で、被告が二つのアカウントを用いて自ら入札

に参加していたということを認識してはいなかった。むしろ、原告は、この時

点で、最高額入札者として当該車両を終了時に実際に取得するということを考

慮に入れたに違いなかった。

　しかし、売買契約は、1.50 ユーロではなく、プラットフォームの入札システ

ムにおいて公に示され、それゆえ被告にも届いていた、原告の最後の 17,000 ユー

ロの入札に基づいて締結された。確かに、原告の意思は、法的に有効な方法で

与えられた最終の入札を高値更新するために必要であったもの以上を支払う必

要はないというものであったであろう。しかし、原告はこの時点で、「k ＊＊

＊ k」というアカウントによる入札が、出品者自ら価格操作の意図のもとにな

されていたということを考慮に入れてはいなかった。むしろ、新しい入札が入

力されるその都度、原告は、その時々の先行していた原告の入札は、他のライ

バルの有効なより高値の入札によって無効となり、そしてそれゆえ、それを上

回る入札をしなければならないということを前提としていた。以上のことから、

原告の入札全体は、その時点の額面額において、BGB133 条、157 条により独

立した、有効な入札とみなされなければならず、そして、被告も、その不誠実

性にもかかわらず、原告の入札全体をそのように理解してよかった。むしろ、

被告の不誠実なふるまいは、原告に、その意思表示を悪意の詐欺に基づいて取

り消すか、あるいはありうる損害の賠償を請求する権利を与えるに過ぎない。

　確かに、二つのアカウントを用いた被告の入札は、ほかの他人に向けられ

たものではなく、それゆえ、要件事実的には、BGB145 条以下の趣旨におい

て、何ら有効な意思表示ではなかった。それにもかかわらず、この入札を完

全に無視するわけにはいかない。確かに、オークション参加者の表示の解釈

にとって重要な eBay 約款は、10 条 6 項第 2 文において、自分の開始したオー

クション上での入札を禁じているが、そのような入札の無効までは定めてい

ない。むしろ、プラットフォーム運営者は、このような場合に、単に、eBay

約款 4 条に定められている制裁手段（例えば、警告、アカウント制限、アカ
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ウント停止）を利用することを留保しているに過ぎない。その代わりに、そ

れによれば、高値更新がされた場合は（常に）入札は消滅すると定める eBay

約款 10 条 1 項第 4 文は、明らかに、BGB156 条第 2 文との類似性を示してい

る。このような規定については、即時の法的明確性の要請から、従来のオー

クションの場合には、高値更新の入札が有効かどうかは問題とならないとい

うことが認められる。本件ではそのような事情は存在していないが、高値更

新が明らかに無効であるか、あるいは直ちに取り消された場合にのみ、例外

的取り扱いが考慮されうる。

　このような理解は、それによれば、疑わしい場合には、法規定の基準に従っ

て妥当であり、適切に理解された利益に合致するものが求められているという

解釈原則と一致している。なぜなら、インターネットオークションの場合には、

すべての─真摯な─参加者は、迅速に確定可能な法的明確性について利益

を有しているからである。しかし、最高額入札を突き止めるために、常に、す

べての中間入札が有効かどうかが確定されなければならないとしたら、もはや

eBay オークションにおける売却は、必要な透明性を欠くるため、制御不能に

陥ってしまうであろう。

　オークション期間の終了時に、被告が最高額入札をいれていたということは、

17,000 ユーロで売買契約が締結されたことと矛盾しない。確かに、売買契約は

オークション終了時に最高額を入札していた者との間に成立するという条件の

もとで、被告のオークションへの出品によって拘束力ある売買の申し込みが存

在していた。しかし、被告は、eBay 約款 10 条 6 項第 2 文に反して、2 番目の

アカウントを用いて、自ら自己のオークションの入札に参加し、原告に先んじ

て 17,000 ユーロを入札することによって、最高額入札を入札することで、信

義則に反して、このような条件の成就を阻害した。それゆえ、BGB162 条 1 項

により、原告は、その入札に基づいて、被告との間で契約が成立しうる地位に

置かれた。もっとも、条件成就の阻害の是正は、原告の 1.50 ユーロの入札に

基づいてではなく、最終の 17,000 ユーロの入札に基づいてなされなければな
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らない。なぜなら、このようなことは、原告も既にそれについて合意している

当該条件に適合しているからである。それゆえ、BGB433 条、281 項 1 項及び

2 項に従い表示された解除にともなう損害賠償請求権は、効力を有しない。な

ぜなら、当該車両は 16,500 ユーロという市場価格を有しており、それゆえ原

告には何ら不履行に基づく損害は発生しないからである。

　同様 に、原告 に は、BGB241 条 2 項、311 条 2 項 2 号、280 条（契約締結上

の過失）による請求権は認めらない。確かに、被告は、その限りでは善意であ

る原告の先行する低額の入札をその不正な入札によって消滅させ、このような

方法で、原告にとっては有利な価格で売買契約を成立させることを阻害するこ

とによって、契約締結上の義務に違反した。なぜなら、例外的に、原告のその

ような請求が履行利益の賠償を目的としているということが正当化されるにせ

よ、その他の点では、当該契約が、詐欺なく、当事者間で、別の、騙された人

に有利な条件で成立したであろうということが間違いなく認定されえたからで

ある。

　それにもかかわらず、本件の特別な事情に基づいて、被告が契約締結上の義

務に違反したことによって、原告が損害を被ったということは認定されえない。

ZPO287 条に従って判断されるべき損害額については、被告の操作なく売買契

約が締結され、履行されたとした場合に、原告がどのような利益を有していた

か、すなわち当該車両の仮定の売買価格と市場の取引価格との差額に基づいて

得られたであろう逸失利益がどの程度の大きさなのかが決定的に重要となる。

その限りにおいて、当該車両が実質的に一審が認定した少なくとも 16,501.50

ユーロよりも高額の市場価値を有していたことについては、何ら手掛かりは

存しない。他方で、被告が同時に実施していた、別のオークションにおいて、

2013 年 6 月 25 日に第三者が、同じ車に対して、ユーザーアカウント「1 ＊＊

＊ 1」を用いて 16,500 ユーロを入札していたので、被告の操作がなかったとし

ても原告はより有利な方の価格では当該中古車を取得できなかったであろう。

その限りで、この第三者が本件で問題となっているオークションにも参加し、
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被告がこのような方法で価格をつり上げていなくとも、原告は新たに加わった

ライバルのせいで落札するためには少なくとも 16,550 ユーロを入札しなけれ

ばならなかったであろう、ということは明らかである。それによって、原告は

市場価格以上の額を入札しなければならず、それゆえ以上の理由から損害は生

じていないということになる。

【BGH の判断】

　破棄自判、控訴棄却、一審判決維持。

　原告は、被告に、BGB280 条 1 項、3 項、281 条 1 項 1 文、325 条に従い、請

求総額 16,500 ユーロの給付に代わる損害賠償を請求しうる。なぜなら、原告は、

eBay オークションの際に、オークション期間内にもはや（有効に）高値更新

されていない（当初の）1.50 ユーロの入札でもって、落札者となった。それに

よって、この価格で、出品された車両について当事者間で売買契約が成立した。

被告は、BGB433 条 1 項によって義務を負わされた履行を、催告にもかかわら

ず、不当に拒絶した。

　1．当部の判例によれば、eBay で実施されたインターネットオークションで

は、売買契約は、BGB156 条に従い、入力された入札に基づいて、特別に宣言

された（競売人による）落札者の決定（Zuschlag）18）によって成立するのでは

なく、BGB145 条以下に従い、相互に関連し一致する当事者の意思表示─申

込みと承諾─によって、オークション終了時に成立する 19）。その場合、判

　　　　　　　　　　　　　　

18）  この BGB156 条の「Zuschlag」をどのように訳すかは難しい問題であるが、同条のコン
メンタールによれば、競売における契約の成立については、「競売人の出品は単に申し
込みの誘引に過ぎず、入札参加者の入札があって、初めて契約の申し込みとして評価さ
れ、それは、競売人の Zuschlag によって承諾される」と解説していることからすると

（MüKoBGB/Busche, 7. Aufl. 2015, BGB § 156 Rn. 4）、「Zuschlag」は競売人による「落
札者の決定」と訳すのが適切であると考える。

19）  インターネットオークションにおける BGB156 条の適用については、右近・前掲同志社
法学 314 頁以下も参照。
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断されなければならない意思表示の表示内容は（BGB133，157 条）、eBay の

約款の中の契約締結についての規定にも従う。その約款は、当事者が、インター

ネットオークションに参加する前に同意していたものである。

　a）被告は、売却のために出品した車両のオークションをスタート価格 1 ユー

ロで開始したことによって、BGB145 条の拘束力ある売買の申込みを与えたこ

とになる。その申込みは、BGB148 条によって定まる承諾期間としてのオーク

ション期間の満了までに最高額を入札するであろう者に向けられていた。

　オークションの開始でもって表示された被告の申し込みは、当初から、被告

とは別人格の入札に対してのみ向けられていた。なぜなら、BGB145 条に規定

されている申し込みは、すでに、その定義に従えば、出品者とは異なる他人と

の契約の締結の申し込みに向けられている。このことは、契約とは、法律効果

をもたらすことについての、二人もしくはそれ以上の、当事者によって表示さ

れた意思の合致という形をとった、最低限、双方向の法律行為であるという、

契約についての、一般的な、そして eBay 約款 10 条 1 項も前提する理解と一

致する。それゆえ、契約はそれが有効に成立するためには、概念上、少なくと

も、別人格の二つの一致した意思表示が必要である。このような契約当事者の

別人格の必要性は、債権者と債務者の地位が事後的に同一人に帰した場合にそ

の債権債務関係が消滅することに対応する（混同）。

　契約の成立を目指した意思表示についての別人格性の要件は、契約法の基本

的要件として総じて排除可能なものなのかどうかは未決定のままにできる。な

ぜなら、当事者の表示の解釈の際に考慮されなければならない eBay 約款も、

その 10 条において、明らかに出品者と入札者の別人格性を前提としている。

このことは、プラットフォーム運営者は eBay 約款 10 条 6 項において、同一

のユーザーアカウントでは技術的に排除される自己入札の入力を新たなユー

ザーアカウントの利用によって回避することを禁じることによって強調されて

いる。

　それによれば、オークションにおける被告の申し込みが、その承諾能力を持
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つためには、論理必然的に他人に向けられていたとするのであれば、名宛人の

領域からは排除された者として、被告自身によって、有効に承諾されえない。

特に、異なった利用者アカウントでの参加は、有効な契約締結の妨げとなる出

品者と入札者の同一性を除去できない。それゆえに、一審が他の多くの OLG

の裁判例と一致して認定したような、自己入札は BGB117 条によって無効で

あると判断されなければならないかどうかの問題は判断する必要がない。被告

はむしろ、オークションに二つの利用者アカウント（「g…」と「k ＊＊＊ k」）

を隠して参加することによって、最初から自己の申し込みの名宛人とはなりえ

ない。

　b）原告は、─別人格の─他人に向けられ、それゆえ、被告自身によっ

ては承諾されえない申込のみに対して、そのオークション終了時に最高額で

あった入札でもって承諾した。もっとも、これは、─原審の認定とは異なり

─ 17,000 ユーロではなく、1.50 ユーロに過ぎない。なぜなら、被告の自己

入札は無効であり、それゆえ、原告は、それを上回る入札をする必要もなく、

最高額入札者になる必要もないからである。

　aa）確かに、原告は、被告によって開始されたオークションで、期間の初日に、

実際に、全体として、15 の自動入札限度枠が入札され、もしくは先行してい

たため、被告の入札のつり上げによって（外見上は）高値更新されたように見

えたのちに、最終的に 17,000 ユーロにまで入札を引き上げた。しかし、原審は、

原告によってなされた自動入札限度枠の解釈の際に、そのオークション参加者

によって（有効に）与えられた入札との関連において、自動入札限度枠システ

ムの機能の意味を、適切に把握していなかった。

　（1）eBay 約款 10 条 2 項によれば、入札者は、他の入札者と出品者からは（さ

しあたり）隠れている自動入札限度枠の入力によって、その最新の入札を自動

的に一段階ずつ引き上げることを指示している。それによって、その入札者は、

その自動入札限度枠が他の入札者によって高値更新されるまで最高額入札者で

あり続ける。このような入札システムによって、入札者らには、参加者が確実
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に存在するわけではないオークションの場合に、あらかじめ定められたルール

に従って、しばしば、何日にもわたって継続する入札手続きにおいて参加を容

易にするために、自動入札限度枠を入力する可能性が開かれる。なぜなら、そ

うしないと、実際上、ライバルの入札者による入札額の引き上げに反応し、展

開しているオークションの経過に積極的に対応できないからである。

　しかし、このような背景から、自動入札限度枠及びその競り上げの解釈は、

原告は、これによって、いまだ何ら、無条件に金額に応じて見積もられる承諾

の意思表示を与えてはいなかったということが判明する。原告はむしろ、当面

は、最低落札価格あるいはすでになされている入札との比較において、その都

度、それによって最低落札価格をクリアするため、あるいはすでに存在してい

る入札を eBay によってその都度設定されている入札単位分上回るために、そ

れを上回る入札を行い、そしてこのような方法で、彼によって設定された最高

額に至るまで、最高額入札者になるあるいはあり続けるということしか表示し

ていなかった。

　（2）しかし、被告の自己入札は、当初から、申し込みに対応した承諾の意思

表示を招来することの適格を有するものではなかったので、被告のもとでは、

原告が高値更新しなければならず、そして─自動入札限度枠の表示内容に対

応して─最高額入札者となる必要のある入札はもはや問題とならない。

　全オークション期間を通じて唯一の正規の（原告によるものではなく、原告

によって高値更新された）入札は、ユーザーアカウント「h ＊＊＊ 8」のどこ

の誰とも知れない第三者によって、1 ユーロでなされた。原審は、この関係に

おいて、「h ＊＊＊ 8」のユーザーアカウントのもとでなされた入札は、499 ユー

ロという最高額であったということを認定する限りで、これは、上告理由が正

当に論難するように、誤った見解に基づいている。なぜなら、一審の LG 判決

とは異なり、原審は、それに関連して行われた入札一覧の評価の際に、本件に

おいて、オークション終結時に明らかとなった（成功した最終入札と並んで、

オークションの経過においてその都度競り上げられた自動入札限度枠を示す）
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入札一覧を問題とするという誤りを犯したからである。入札一覧において示さ

れたどこの誰とも知らぬ第三者による 1 ユーロの入札は、従って、その時点で

の最高額入札であった。それは、原告によって最初に入力された 12,345 ユー

ロの自動入札限度枠によって、eBay によってこの額について予定されていた

入札単位の基準に従って、0.50 ユーロ分高値更新された。この 1.50 ユーロの入

札でもって、原告は、オークション終了時までもはや誰からも高値更新されな

かった。

　bb）それに対して、原審は、結論において、自己入札は、オークションの

経過にとって「顧慮されるもの」として取り扱われなければならず、従って、

原告の自動入札限度枠は、被告の入札自体─最終額 17,000 ユーロ─をも

高値更新しなければならないものとして解釈されなければならないということ

を認定した。

　（1）原審は、不当にも、オークションの経過について自己入札が顧慮される

ものであることを、さしあたり、eBay 約款は、4 条 1 項に従って問題となる

サンクション（例えば、警告、利用制限もしくはアカウントの停止）を超えて、

10 条 6 項 2 文に自己入札の無効という法的効果は何ら規定されていないとい

うことから導こうとしている。

　しかし、eBay 約款 10 条 6 項からは、そのような論拠を導きえない。この規

定は、インターネットオークションの参加者に次のことを禁止することに限定

される。すなわち、別のアカウントを用いた入札の入力（あるいは第三者によ

る意図的な介入）によってオークションの経過を操作すること（第 1 文）、並

びに、特に自分がした出品に対して自ら入札すること（第 2 文）である。

　しかし、新たなオークションの推移の枠内で、そのような自己入札を顧慮さ

れるものとみることについてのそれ以上の論拠は、原審によって新たに引用さ

れた eBay 約款 10 条 1 項 4 文（それによると、出品期間中に、「別の入札者」

がより高額の入札を行った場合には、その前の入札の効力は消滅することにな

る）におけるのと同様に、そこにも存在していない。それによって、実際に競
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合する入札者の位置関係の通常のケースを把握するだけでなく、─契約法の

基本的規律を無視して─ eBay 約款の後の箇所では自ら許されないものとみ

なされている自己入札を、オークションの経過を一方的に出品者に有利なよう

に改ざんする効果を考慮することなく、顧慮されるものとしてみなすことは、

そこからは導き出されえない。むしろ、真摯な入札者であれば、通常は考慮に

入れる必要は全くない、そのような普通ではない帰結には、オークションの経

過についての結果問題の規律と結びついた形で、明白な論拠が必要となるはず

である。

　（2）─原審が想定したように─ eBay 約款 10 条 1 項 4 文は BGB156 条

2 文をもとに「方向付け」されていたということからは、何も新しいことは導

かれない。BGB156 条 2 文からは、（競売の際の）即時の法的安定性の利益の

もとに、事実の経緯が重要であるという理由から、その前の入札を失効させる

より高値の入札は、必ずしも法的に無効ではない、ということは自明である。

一方で、eBay 約款 10 条 1 項 4 文は、民法の規定との関連でははっきり見通せ

ない、「出品者」とは法人格的に「異なるとは言えない入札者」による入札に

ついて規定することによって、BGB145 条以下の規定を模倣している。他方で、

当部の判例によれば、いわゆる（競売人による）落札者の決定（Zuschlag）と

いうものがないことから、BGB156 条は eBay オークションには適用がない。

　BGB156 条の類推適用にとっては妨げとなる、通常の競売の経過とインター

ネットオークションの経過との間に、構造上の比較可能性を欠いていることは、

結局、この場合、前者（通常の競売）の場合には、その時までになされた（よ

り高額の）入札の有効性にもかかわらず、与えられた入札のうちの一つを承認

することと並んで、それと同時にその他のすべての入札をもはや承認可能性の

ないものとして拒絶し、かつ少なくともそれによってこれらの入札は BGB146

条により包括的に失効させることによって、まさに、（競売人による）落札者

の決定（Zuschlag）も参加者にとって必要な法的明確性を生み出す、というこ

とに特に表れている。しかし、eBay オークションの場合には、そのような、
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一定額に存する入札のうち一つについて契約を基礎づける承認をすることで、

その他のすべての入札を排除しつつ契約関係を整理する仕組みを欠いている。

　（3）その他にも、自己入札を入札の経過について有効なものと見せかけるこ

とは、インターネットオークションの法的安定性のある経過を支配しない。

　（a）最高額入札者を突き止めるために常にそれまでのすべての入札の有効性

が認定されなければならないのであれば、eBay オークションは、透明性を欠

き、もはや制御不能に陥ってしまうという原審の認定は、特に、本件は、一般

的に、無効な中間入札の取り扱いに関するものではなく、単に、売主によって

故意の操作の意図とともに与えられた自己入札という特殊な状況がかかわって

いるという点を見落としている。

　本件の場合は、すでに述べたように、一人の入札者が自身の（最高額）入札

によって高値更新をしなければならないような「他の入札者」の入札は何ら存

在していなかった。その限りでは、状況は、通常の、すなわち売主とは別人格

の入札者の入札がある場合とは異なっている。なぜなら、その場合は、自己入

札あるいは出品者と通謀して見せかけの入札をした第三者とは対照的に、さし

あたり、オークション終了時に競売目的物を実際に取得するために、最高額落

札者になるあるいはその状態を維持することを真剣に意図している「他の入札

者」の入札が問題となっているからである。

　（b）出品者の利益の保護の必要性は、本件で問題となっている自己入札の場

合には、はっきりしていない。そのような出品者は、自己入札を通じて入札状

態を不正に自己に有利な状態に操作するあるいは費用の掛かる最低落札価格あ

るいは即買価格（eBay 約款 10 条 4 項）を回避しつつ、選択されたオークショ

ンプラットフォームにおいて本来想定されていない最低落札額を濫用的に確保

するという不正な努力を追及している。このような努力は、自己入札の有効性

のフィクションに入札経過の枠内でまさに合致するものであろう。そのうえ、

このような方法で、そのような出品者に、彼の側から見れば満足できない経過

をたどっているオークションを eBay 約款 10 条 1 項 5 文及び 7 項を回避しつ
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つ、常に、特別高額の入札によって「止める」ことができる手段を与えること

になる。

　（c）それに対して、自己入札を顧慮しないことは、eBay によってさだめら

れたオークション約款が順守されていることを信頼し、自己入札によってオー

クションの経過が操作されていることを知らないままである、真摯で、それゆ

え、保護に値する入札者にとって、それと結びついた（高値更新）入札が削除

されることによって通常は利益となる。それ以外にも、─前述したように

─、eBay オークションにおける契約締結に適用される BGB145 条以下の規

定の制限的な取り扱いは、そのような真摯な入札者にとって不利益とはならな

い。逆に、不正な自己入札が露呈した場合には、通常は、その選択に従って、

真摯な入札者には、さらに、取消し（BGB123 条 1 項、142 条 1 項、143 条 1 項）

あるいは隠れた自己入札に存する契約締結上の義務違反に基づいて損害賠償の

方法 で 原状回復（BGB311 条 3 項 3 号、241 条 2 項、280 条 1 項、249 条 1 項）

されることによって、「成立した」入札から離れる権利が与えられる。なぜなら、

真摯な入札者に故意の操作が認識されていたならば、彼はそのような操作され

たオークションに参加することを当初から断念していたであろうことは明白だ

からである。

　（d）自己入札の取消しは、実務においては結局のところ実行不可能である

という見解は、原審の見解に反して、同様に採用できない。なぜなら、そのよ

うな自己入札─それは削除のための実際上の要件であり、そしてその本来的

な障害を構成している─は一度確定されているので、そのような自己入札は

─本件も同様に─大きな障害なく、それによって有効になされた入札に基

づいて売買価格について基準となる最高額入札を確定するために、一連の入札

から排除しうる。

　特に、最高額入札を確定するために、必ずしも先行する入札をすべて常に検

証しなければならないというわけではない。なぜなら、すでに述べた原則に従っ

た自動入札限度枠の首尾一貫した解釈のもとでは、常に、オークション終了時
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の最高額入札あるいはその直前の入札が出品者の自己入札である場合にのみ、

eBay によって報告された契約締結とは異なる結果が生じるからである。それ

に対して入札者が最後に通常の入札で高値更新をした限りで、一連の入札にお

いて既に一つあるいは多数の自己入札が存在していたとしても、─先に述べ

た権利を留保しつつ─それはもはや何の意味もない。なぜなら、そのような

通常の他人による入札を基準に、入札者は、最高額入札者となるために、より

高値の入札をしなければならず、またそのつもりであるからである。その限り

で、本件は、1 ユーロというスタート価格のほかに、原告の入札以外に通常の

入札が全くなされなかったという特殊性を示している。

　2．それによって、出品された車両について 1.50 ユーロの売買価格で成立し

た売買契約は、このような売買価格を大きく超える取引価値にもかかわらず、

公序良俗違反を理由に BGB138 条 1 項に従って無効になることはない。そこか

ら原告の非難すべき心情（verwerfliche Gesinnung）が─その入札額に関連

して─推論されうるような事情は、─争いなく─原審は何ら認定してい

ない。なぜなら、まさに eBay オークションの場合には、オークション対象品

を「お買い得価格」で取得することが、まさにインターネットオークションの

魅力を構成しているので、入札者は、その自動入札限度枠を推測されうる市場

価値に合わせることを義務付けられてはいないということは別にして、本件で

は、原告は最終的に 17,000 ユーロを入札していることに鑑みると、すでにそ

の市場価値を大きく下回っている価格が支払われるという事実については、最

初から原告に帰責することはできないからである。原告は、オークションの結

果に従い、1.50 ユーロというむしろ象徴的な売買価格で、車両の給付を請求で

きるということは、もっぱら、オークションの経過を不正な方法で被告に有利

なように操作するという失敗に終わった被告の試みに原因がある。

　3．原審が、不履行損害の規定について、中古車の市場価格を ZPO287 条に従っ

て、「少なくとも 16,501.50 ユーロ」と算定した一審に賛同する限りで、この見

解は、何ら法的に疑問の余地はない。
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　a）ZPO287 条 1 項に従って実施された、自動車の取引価格と接続した不履

行損害の算定は、第一義的に事実審裁判官の管轄である。事実審裁判官は、そ

の際、特に自由な立場にあり、上告審が介入できない部分において、自由裁量

の範囲内で広範な役割が認められている。それについての事実としての根拠及

びそれについての事実審裁判官の評価について判決理由において説明されなけ

ればならない算定結果は、それゆえ、上告審においては、事実審裁判官が算定

の法的根拠を誤っていたかどうか、算定の本質的な考慮要素を無視していたか

どうか、あるいはその算定が不正確な基準に基づいて行われていたかどうかと

いう観点においてのみ再検討が可能である（確定判例。本件ではそのような事

実は存在していない）。

　b）原審は、その判決の際に、許された方法で、その自動車が二つの平行し

た eBay オークションにおいて、その時々の最高額入札を手掛かりに経験した

価値評価に関連してよかった。それは、被告の自己入札を知らなかった原告が

17,000 ユーロを入札し、未だに誰か分からない第三者が 16,500 ユーロを入札し

ていた。原審は、決定されなければならない取引価値のスケールのための定点

としてこのような金額を選択したということに何ら法的疑問は存しない。被告

は自ら二つの平行した eBay オークションの中で、16,500 ユーロの入札に満足

せず、それゆえ、本件でもそれを超える自己入札を行ったのでなおさらである。

原審は、その価値の算定において明らかとなったスケールをリアルなものとみ

なしてよかったということは、加えて、原告によって提出された、技術的な検

討なく作成された Eurotax-Schwacke による自動車の評価が 16,800 ユーロとい

う完全に客観化された価値に達したということからも生じる。そのうえ、上告

に対する答弁は、そのほかの関係において、原告によって求められた自動車取

引業者としての専門家による鑑定を指摘し、それゆえこのような状況および原

告の 17,000 ユーロという真剣に考えられた最高額入札も、転売目的の自動車

にとっては、原審によって見積もられたスケールの正しさについての徴表と評

価されうる。
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　原審は、被告の、この車は最終的に 13,320 ユーロで売却されたという主張

に対して、明らかに低い取引価値に何ら重要な意義を認めなかったということ

は、評価根拠全体についての事実審裁判官の許された評価の枠内で維持される。

　4．原審の判断は、他の論拠からも正しいということは証明されない（ZPO561

条）。なぜなら、上告に対する答弁の見解に対して、被告は原告に対して権利

濫用の抗弁も出せないからである。

　a）原告は、そこから生じる法的な請求権に依拠することによって、結論に

おいて自傷的な被告の不正を活用することは、─たとえ予見不能な利益（偶

然的利益）が問題となっているとしても─法的抗弁についての何ら根拠を生

じさせない。

　b）上告に対する答弁が、原審の認定に従って、さらに、原告は「取消ハンター」

という印象を与えるという点を指摘する限りで、原審は本件とは事案を異にす

る事例に対してそこからどのような帰結を導き出すべきなのかあるいは完全に

そうしなければならないのかという点については、答弁書は指摘していない。

なぜなら、原告が本件でも入札の際に権利濫用的にふるまっていた可能性があ

るという点についての具体的な手掛かりは、何ら認定もされず、その他の点か

らも明らかではないからである。原告が─例えばオークションの即時の中止

の有力な見込みにおいて─唯一の低い入札に限定していたのではなく、全体

として 15 の自動入札限度枠（それらは最終的に原審によって見積もられた市

場価格を超えていた）を与えていたように、特に、原告は、入札の経緯からし

ても、どうみても通常の入札者のふるまいを示していた。以上の点から、原審

は、原告は、被告の操作をオークションの終了後初めて知ったということを認

定している。
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検討
（1）本判決の判断枠組み 20）

　1）自動入札限度枠の意義

　BGH の法的判断にとって不可欠の論拠は、最高額入札（Höchstgebot）と

自動入札限度枠（Maximalgebot）の間の概念上の区別である。後者の入札は、

入札者が支払う用意のある最高額まで入札を繰り返す。すなわち、この自動入

札限度枠は出品者と他の入札者には秘匿されたままである。それゆえ、その商

品に対する新たな参加者の入札は、現時点の入札額を一定の幅で自動的に競り

上げ、それゆえ、当該入札者は、他の参加者によって自動入札限度枠を超えた

入札がされるまでは、最高額入札者のままであり続ける。法的には、自動入札

限度枠の入力によって入札者は、最低額あるいは既に存在している入札と比較

して、その時々の─ eBay によってあらかじめ設定されている入札単位を基

準にかつ最高額で限定された─その次に高額の入札を行うことを表示してい

る。

　2）BGB145 条の原則に照らして無効な承諾

　（a）BGB145 条の意味での承諾の意思表示としては不適切な自己入札

　確かに、原審は、入札者の身元についての売主による単なる欺罔は、それ自

体としては、入札の無効には至らないと判断したが、BGH は、「自己入札は、

なんら BGB145 条の適格な承諾の意思表示ではない。なぜなら、BGB145 条は

その文言によれば、「他人」との契約締結を前提としている。それによれば、

契約は、その有効な成立のためには、当事者の別人格性が必要である。このよ

うな理解は、旧 eBay 約款 10 条 6 項による自己入札の禁止によっても証明さ

れる。それゆえ、売主による自己入札は、契約成立の適格性を有しない」、と

した。

　　　　　　　　　　　　　　

20）なお、本判決の判断枠組みについては、前掲 Eckel 論文を参考にした。
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　（b）自己入札は無効であること

　原審は、自己入札は、その別人格性の欠如ゆえに無効にもかかわらず、その

後のインターネットオークションの枠内では、「顧慮される」、ということを前

提としていた 。それに対して、BGH は、売主の無効な入札は原則として顧慮

されないままでなければならないということを強調した。

　　ⅰ）eBay 約款の一連のペナルティについての反対解釈はないこと

　原審は、旧 eBay 約款 4 条は、自己入札に対するペナルティとしては、

明示的に入札の無効ということは規定しておらず、プラットフォーム運営

者に、一年の適切なペナルティを委ねている、という事情からその後の

オークション経過にとって自己入札は法的に「顧慮される」ことを推論し

た。しかし、BGH は、BGB145 条以下の法律効果との相違が著しいこと

を背景に、このような反対解釈を拒絶した。むしろ、契約法の原則とその

ように著しく相違する場合には、利用者は、自己入札が許されていない

にもかかわらず、それが顧慮されることの明示的な根拠を期待してよかっ

た、と判断した。

　　ⅱ）BGB156 条第 2 文の間接あるいは類推適用はないこと

　原審は、さらに、156 条第 2 文の適用可能性を肯定した。それによれば、

競売の枠内での入札は、高値更新がされた場合あるいは落札されることな

く競売が終結した場合にのみ失効する。しかし、その有効性は、その他の

点では法的明確性の利益において重要ではない。このことは、より高い入

札がされた場合には入札は失効することを定めることによって、明らかに

156 条第 2 文を基にしている eBay 約款の考慮の下、BGB145 条以下、133

条、157 条に従って、与えられた表示の解釈から、間接的に明らかとなる。

　しかし、BGH は、eBay 約款の枠内における別人格性の明示的な要請の

指摘でもって、その BGB145 条以下との類似性を強調し、BGB156 条第 2

文の間接的な顧慮を否定した。オンラインオークションに対する BGB156

条の類推適用も、確定判例によれば、法的安定性を生み出す（競売人による）
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落札者の決定（Zuschlag）というものを欠いているため、認められない、

と判断した。

　　ⅲ）  透明性を欠くことによってオンラインオークションが制御不能にはな

らないこと

　さらに、無効であるという効果は、オンラインオークションが透明性

を失うことによって制御不能となるという事態をもたらさない。原審は、

オークション終了後に、最高額入札者を突き止めるために、常に、すべて

の先行する入札の有効性が確定されなければならないということは、オン

ラインオークションの際に必要な法的確実性と調和しないという危惧を

述べた 。BGH は、しかし、無効な中間入札の法的判断の問題については

立ち入らず、本件ではもっぱら、自己入札という特殊な事例が問題となる、

という点を指摘した。その場合は、少なくとも、BGB104 条以下、119 条

以下、142 条以下の場合とは異なり、別人格性を欠いていることを理由と

して、無効ということがすでに自明である 。それゆえ、その法律関係の

高度な保護は必要ない、と判断した。

　　ⅳ）不利益はないこと

　BGH は、「自己入札が顧慮されないことは、オンラインオークションの

際に入札の生み出すものの透明性および信頼性についての出品者の利益

とも相反しない 。なぜなら、その不正な行動を理由として、それらは保

護に値しないからである。さもなければ、売主は、特別に高額の入札をす

ることによって、満足のいく経過をたどらなかったオークションを、任

意に、事実上「取り消す」ことができることで、売主にいわば特別の取

消権を与えることになってしまう」、と判断した。

　さらに、無効ということは、原審の見解に反して、実務上、自己入札を

削除することは場合によっては実行不可能であるということと矛盾しな

い。確かに、自己入札を特定することは難しいが、しかし、ひとたび特定

されれば、その後は、大した困難なく、入札リストから削除しうる。しかし、
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最高額入札を個別に突き止めることは、その場合必要ではない。なぜなら、

オークション終了時の最高額入札あるいは最高額入札に先行する入札が

自己入札であった場合にのみ、通常から逸脱した契約が締結されてしま

う。それに対して通常の他人の入札による高値更新は有効なままである。

　3）売主による自己入札は BGB117 条によって無効となるのではないこと

　下級審判例も、売主による自己入札の問題を BGB117 条の適用のもと、契約

締結のレベルで解決した。すなわち、このような入札は、BGB117 条により、

売主が自ら入札したのかあるいは第三者を藁人形として間に入れて操作してい

たかどうかにかかわりなく無効である。なぜなら、それは、競売目的物の取得

に資するものではなく、売買価格をわざとつり上げる、場合によっては、リ

スクなくオークションを取り消すことを可能にするだけのものだからである。

BGB117 条の枠内では、BGB181 条の法思想を再現する旧 eBay 約款 10 条 6 号

の自己契約の禁止が顧慮されなければならない。契約締結にとっては、オーク

ション期間の満了時に売主の無効な入札を取り除いて現れた者の中での自動入

札限度枠が決定的に重要となる 。しかし、BGH の見解によれば、有効な契約

締結を欠いているので、もはや、BGB117 条による無効の問題は全く重要では

ない。

　4）法的効果：自動入札限度枠の顧慮のもとでの契約締結

　法的効果として、自己入札の削除及び最高額入札者の自動入札限度枠の考慮

のもと、最高額入札が突き止められうる。原審によって提起された BGB162 条

の適用の法律効果の問題は取り上げられない 。オークション期間満了の時点

で、自己入札が最高額入札であった場合には、それは抹消されなければならな

い。そして、売主によって高値更新された先行していた入札を起点として、オー

クション参加者の自動入札限度枠との比較のもとに新しい最高額入札が確定さ

れなければならない。オークションを自由に開催できるという意味では、売主

の申し込みは存在したままである 。それに対して、オークション終了時の買

主の最高額入札に自己入札が直接先行していた場合には、両方の入札は考慮さ
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れない。各自動入札限度枠の考慮のもとで、新しい最高額入札が確定されなけ

ればならない。

　5）BGB138 条 1 項によって無効とはならないこと

　オークション対象商品のオンラインオークションの枠内で確定された売買価

格と実際の取引価格との間の著しい相違は、契約の有効性には影響を及ぼさな

い。確定判例によれば、オークション対象商品を場合によってはお買い得価格

で取得できるというオンラインオークションに内在する魅力を理由として、売

買価格と取引価値との間の単なる客観的な不均衡に基づいて買主の非難すべき

心情を逆に推論することはできない。

　6）契約によらない解決のための重畳的選択権

　同時に、買主には、BGB123 条 1 項、142 条 1 項により、承諾の意思表示の

取消しまたは契約締結上の過失（BGB280 条 1 項、241 条 2 項、311 条 2 項）

あるいは不法行為（BGB823 条 2 項、StGB263 条、及び BGB826 条）を用いた

契約の廃棄（BGB249 条 1 項）の余地がある 。すなわち、真摯な入札者は、改

ざんされたオークションに参加することは最初から断念するはずである。

（2）プファイファー教授の見解

　プファイファー教授は、2016 年 8 月 24 日に出された、「取消ハンター事件」

と「自己入札事件」の「民事第 8 部の二つの判決は、オンラインオークション

における契約及び損害賠償法上の問題の解釈学上の再構築の本質的なターニン

グポイントを画するものである」と評価する。

　そして、「売主によって価格をつり上げる目的で自己入札が行われた場合、

出発点において、BGB145 条の申し込みは、自分以外の他人に対してのみ与え

られうる、ということが確認されなければならない。すなわち、オンライン上

の偽名を用いての売主の『自分自身に対する自らの申し込み』は無効であ」り、

「プラットフォーム約款による『自分自身に対する自らの申し込み』の排除は

不要である」としたうえで、さらに、「BGH は、もっぱらそのような自己入札
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によって惹起されたより高額の入札は無効であることを前提とする。したがっ

て、価格をつり上げられた買主の取消権及び損害賠償請求権についての解決は、

拒絶される。しかし、少なくとも、取消権及び損害賠償請求権は、多数の真摯

な入札者が価格をつり上げられた場合や、あるいは、その間に、真摯な入札者

がほかの方法で代替品を取得したような場合には、検討されなければならない」

と述べる 21）。

（3）エッケル博士の見解

　エッケル博士は、本判決は、「自己入札の問題の判断のために、法的方法と

して、契約締結のレベルでの解決を追及する」が、「同時に、BGH は、その自

ら判断した立場について説明する義務を負っている」とし、「特に、BGH は、

藁人形を介在させることの法的取り扱いという重要な問題について取り組ん

でいない」とする。そして、その点については、藁人形による入札の無効は

BGB117 条 1 項から明らかであるとして、「BGB117 条 1 項に立ち戻ることが必

要である」とする。

　さらに、それと並んで、BGH は「BGB104 条以下、142 条 1 項に従って無効

となる中間入札の取り扱いの問題」についても答えていないという。エッケル

博士は、「中間入札による無効を考慮しないという明示的ルールがある場合に

は、その都度、無効規定の保護目的に従い、解釈による解決の枠内で、考慮す

ることはあり得るという見解」を支持する。

　さらに、「どの程度まで、新しいバージョンでの eBay 約款の変更がその法

的判断に影響を及ぼすのかという点についても、BGH は明確な態度を示さな

いまま」であるが、「そうこうしているうちに、eBay 約款において、自己入札

の禁止が明示されなくなってしまったが、これは、約款解釈による解決の方法

　　　　　　　　　　　　　　

21）Pfeiffer, a. a. O., S. 1440.
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に反対するよい論拠となる」とする。

　そして、結論として、「本判決は、法的に、買主の地位の強化に至る。しかし、

実際上の観点から見ると、そのためには、まず第一に、段階として、自己入札

それ自体を最も重大な障害と認定しなければならない」と結論付ける 22）。

Ⅳ　結びに代えて─インターネットオークションにおける公序

（1）ドイツ法

　いわゆる（インターネット）オークションの魅力は、入札者の側からすると、

できるだけ低い価格を入札することで、オークション目的物を「お買い得価格

（Schnäppchenpreis）」で落札するチャンスをつかむことである。逆に、出品者は、

競り売りのシステムを通じて最終的に有利な売買代金を獲得するというチャン

スをつかむことができる点にその魅力がある 23）。

　このような、インターネットオークションの投機的性格に鑑みると、インター

ネットオークションにおける出品者と入札者を支配するルールについては、通

常の売買とは異なった、特別の公序ルールが支配するというべきなのであろう

か。

　この点についてドイツの判例法理は、インターネットオークションの、その

投機的性格に鑑みて、様々な機会を捉えてできるだけ低額で落札しようとする

入札者の行為は、民法上も公序良俗、信義則に反するものではないという態度

は一貫しており（1 ユーロの自動車事件）、そのような判例法理を学説も支持

している。

　これに対して、出品者の取消しを狙って、様々なオークションにおいて何度

　　　　　　　　　　　　　　

22）Eckel, a. a. O., S. 377.

23）  BGH NJW 2012, 2723、拙稿・前掲横浜国際経済法学 21 巻 3 号 85 頁、前掲『性質保証責
任の研究』286 頁。
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も入札を繰り返し、しかもそれに関して訴訟が係属しているような例（取消ハ

ンター事件）や、別のアカウントを利用して自己入札を繰り返し、オークショ

ンの場を不正に「操作」しようとする行為（自己入札事件）については、厳し

い態度を取る。このような、BGH の判例法理は、相場操縦に対する規制と相

通ずるものがあるともいえる。

（2）日本法

　では、日本法においては、インターネットオークションにおける公序の問題

はどのように考えればよいであろうか。例えば、BGH の判例では、自己入札

は無効とされているが、日本法においても同様に解することは可能であろうか。

先に、BGH の判例法理と相場操縦に対する規制との共通性を指摘したが、例

えば、相場操縦を規制する金融商品取引法 159 条 1 項 1 号は「権利の移転を目

的としない仮装の有価証券の売買」等を禁止している。これは、同一人物が一

つの取引の両当事者となるような場合である。このような仮装取引が禁止され

る理由は、このような「仮装行為により取引が成立すると、その事実やその取

引高・価格等が公表され、これを現実の需給に基づく取引の結果であると誤認

した他の投資家が取引に誘い込まれ、それらの投資家の取引により相場が大き

く変動するおそれがある」点にあるとされている 24）。

　インターネットオークションの場合にも、出品者が自ら入札すると、他の真

摯な入札者はそうとは知らずに自己入札者と競り合い、真摯な入札者同士が競

り合った場合よりも値がつり上がる可能性がある。そのうえで、場合によって

は、出品者自身が落札してしまう事態も起こり得るが、そうなったとしても、

通常は、出品物と代金の両方が、結局、出品者のもとに戻ることになり（手数

料は別として）、出品者はほとんどリスクを負うことなく、オークションの相

　　　　　　　　　　　　　　

24）山下友信ほか編『金融商品取引法概説』（有斐閣、2010）320 頁。
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場をつり上げることができてしまう。

　このように、インターネットオークションにおいて、自己入札が無効とされ

る理由は、同一人が自らの申し込みに対して承諾できないという形式的な理由

だけではなく、金融商品取引法と同様に、公正なオークションの運営を阻害す

ることに求めるべきである。そして、この場合には、無効を主張する者が、自

己入札者の公正なオークションの運営を阻害する主観的意図を立証する必要は

ない。なぜなら、上記のオークションの仕組みを利用しているにもかかわらず、

自己又はその傀儡の第三者に買受けさせようとする行為自体が、形式的に上記

のオークションのシステムに合致せず、その主観的意図にかかわらず、そのよ

うな入札は無効とされなければならないからである。そして、そのような自己

入札がされたことによってつり上げられた価格はすべて無効であり、自己入札

がされる直前の価格が基準とされなければならない。

　このような考慮は取消ハンターの場合にも当てはまり、真摯に少しでも安値

で落札することを狙うこと自体は問題はないが、購入の意思もないのに取消し

のみを狙って入札を繰り返し、履行に代わる損害賠償を求めるような行為は、

オークションにおける公正な価格の形成を阻害する行為といえ、公序良俗に反

するといえる 25）。

　以上、日本法においても、ドイツの判例法理を参考に、インターネットオー

クションにおいても、その投機的性格を認めつつも、公正な競争及び価格形成

を阻害するような行為、例えば、取消しによる損害賠償のみを狙うような行為

や、出品者による自己入札による価格操作は公序良俗に反して無効となると解

すべきである。

　　　　　　　　　　　　　　

25）  金融商品取引法 157 条 1 項 1 号も「有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引
等について、不正の手段、計画又は技巧をすること」を禁じている。この「不正の手段」
とは、判例によると、「有価証券の取引に限定して、それに関し、社会通念上不正と認
められる一切の手段」をいうとされている（最判昭 40 年 5 月 25 日裁集刑 155 号 831 頁）。
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【追記】

　本稿は、公益財団法人　全国銀行学術研究振興財団の研究助成の研究成果の

一部である。

【BGB参照条文】 26）

BGB104 条

次に掲げる者は行為能力を有しない。

1．満 7 歳に達しない者

2．  自由な意思決定を排除する精神活動の病的障害の状態にあり、その状態が

性質上、一過性のものでない者

BGB117 条

（1  ）他人に対する意思表示であって、この相手方の了解により外観を作出する

ことのみのためにしたものは、無効とする。

（2  ）虚偽表示により、他の法律行為が隠されたときは、隠された法律行為に関

して効力を有する規定を適用する。

BGB119 条

（1  ）意思表示を行うに当たり、その内容に関して錯誤に陥っていたか、又はそ

の内容の表示を行う意思を有しなかった者は、その者が事態を理解し、かつ、

事情の理性的評価を行ったとすれば意思表示を行わなかったであろうことが

推認されるときは、意思表示を取り消すことができる。

（2  ）取引において本質的なものとみなされるような人物又は物の性状に関する

錯誤もまた、意思表示の内容に関する錯誤とみなす。

　　　　　　　　　　　　　　

26）  山口和人訳『基本情報シリーズ⑲ドイツ民法Ⅰ（総則）』、同『基本情報シリーズ⑳ドイ
ツ民法Ⅱ（債務関係法）』（国立国会図書館　調査及び立法考査局、2015）。
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BGB123 条

（1  ）詐欺により又は違法な強迫により意思表示を行うことを余儀なくされた者

は、その意思表示を取り消すことができる。

（2  ）第三者が詐欺を行った場合において、他人に対して行われた意思表示は、

この相手方が詐欺を知り又は知りうべきであったときに限り、取り消すこと

ができる。意思表示の相手方以外の者が、意思表示から直接権利を得た場合

においては、この者が詐欺を知り又は知りうべきであったときに、この者に

対して意思表示を取り消すことができる。

BGB133 条

　意思表示の解釈に当たっては、真意を究明しなければならず、表現の文言上

の意味に拘泥してはならない。

BGB138 条

（1）善良な風俗に反する法律行為は、無効とする。

（2  ）特に、相手方の強制された状態、経験不足、判断能力の欠如又は著しい意

志の弱さを利用し、給付に対して著しく不均衡な財産上の利益を自己又は第

三者のために約束させ又は譲渡させる法律行為は、無効とする。

BGB142 条

（1  ）取り消すことができる法律行為が取り消されたとき、法律行為は当初から

無効であったものとみなす。

（2  ）取り消すことができることを知っていたか、又は知りうべきであった者は、

取消しがなされた場合において、法律行為の無効を知っていたか、又は知り

うべきであったときと同様に扱う。
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BGB143 条

（1）取消しは、取消しの相手方に対する意思表示によって行う。

（2  ）取消しの相手方は、契約の場合には、他方の当事者であり、第 123 条第 2

項第 2 文の場合には、契約から直接に権利を取得した者である。

（3  ）他人に対して行われた単独行為の場合には、その他人を取消しの相手方と

する。他人又はある官庁に対して行われることとされた法律行為の場合で

あって、法律行為がその官庁に対して行われたときも同様である。

（4  ）他の種類の単独行為の場合には、法律行為から直接に法律上の利益を得た

者は、いずれも取消しの相手方である。ただし、意思表示がある官庁に対し

て行われることとされたときは、取消しはその官庁に対する意思表示によっ

て行うことができ、その官庁は、取消しを法律行為により直接影響を受けた

者に対して通知しなければならない。

BGB145 条

　他人に対して契約の締結を申し込んだ者は、申込みの拘束力を排除して申し

込んだ場合を除き、その申込みに拘束される。

BGB146 条

　申込みは、申込者に対しこれが拒絶されたとき、又は申込者に対する承諾が

次条から第 149 条までの規定に従って適時に行われなかったときは、消滅する。

BGB148 条

　申込者が申込みの承諾について期間を定めたときは、承諾は、その期間内に

限り行うことができる。

BGB156 条

　競売の場合には、契約は、落札により初めて成立する。入札はこれより高い
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指値が投じられたとき又は競売が競落されることなく終結されたときは、消滅

する。

BGB157 条

　契約は、取引慣行に配慮した誠実及び信義が要請するところに従い、解釈し

なければならない。

BGB162 条

（1  ）条件の成就が、これによって不利となる当事者により、誠実及び信義に反

して妨害されたときは、条件が成就したものとみなす。

（2  ）条件の成就が、これによって有利となる当事者により、誠実及び信義に反

して招来されたときは、条件が成就しないものとみなす。

BGB166 条

（1  ）意思表示の法律効果が、意思の欠如又は一定の事情を知っていること若し

くは知りうべきであることによって影響を受ける場合には、本人ではなく代

理人を基準とする。

（2  ）法律行為により授与された代理権（任意代理権・Vollmacht）の場合にお

いて、代理人が代理権授与者の特定の指示に従って行為したときは、代理権

授与者は、自己が知っていた事情の考慮において、代理人の不知を主張する

ことができない。代理権授与者が、知りうべきであった事情についても、知っ

ていたことと同等である限り、同様である。

BGB181 条

　代理人は、別途許されている場合を除き、自己の名において又は第三者の代

理人としての自己と、本人の名において法律行為を行うことができないが、法

律行為が義務の履行のみに存在しているときは、この限りでない。



横浜法学第 26 巻第 3 号（2018 年 3 月）

136

BGB241 条

（1  ）債務関係の効力により、債権者は、債務者の給付を請求する権利を有する。

給付は、不作為の形態でも成立することができる。

（2  ）債務関係は、その内容により、他方の当事者の権利、法益及び利益を顧慮

することを、いずれの当事者にも義務付けることができる。

BGB242 条

　債務者は、取引慣行に配慮した誠実及び信義［Treu und Glauben］が要請

するところに従って給付を行う義務を負う。

BGB249 条

（1  ）損害補填の義務を負う者は、補填を義務付ける事情が生じなかったとすれ

ば存在したであろう状態を回復［herstellen］しなければならない。

（2  ）人の傷害又は物の損壊により損害補填をしなければならないときは、債権

者は、状態の回復に代えて、そのために必要な金額を求めることができる。

物の損壊の場合には、前文の規定により必要な金額には、付加価値税が事実

上課税される場合に、課税される範囲で、付加価値税を含む。

BGB275 条

（1  ）給付請求権は、給付が債務者又はいずれの者にとっても不可能であるとき

は、排除される。

（2  ）債務者は、給付が、債務関係の内容及び誠実及び信義の要請を考慮しても、

給付に対する債権者の利益に対して不均衡となる費用を要するときは、給付

を拒絶することができる。債務者に対して期待可能な努力の決定に際しては、

債務者が給付障害について責めを負うべきかどうかも考慮しなければならな

い。

（3  ）債務者は、さらに、給付を自ら行わなければならず、かつ、自己の給付を
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妨げる障害と債権者の給付の利益とを衡量した場合に給付を期待することが

できないときは、給付を拒絶することができる。

（4  ）債権者の権利は、第 280 条、第 283 条から第 285 条まで、第 311a 条及び

第 326 条の規定により定める。

BGB280 条

（1  ）債務者が、債務関係から生じる義務に違反したときは、債権者は、これに

よって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者が義務違反につい

て責めを負わないときは、この限りでない。

（2  ）債権者は、給付の遅延による損害賠償を、第 286 条の追加的要件の下での

み請求することができる。

（3  ）債権者は、給付に代わる損害賠償を、第 281 条、第 282 条又は第 283 条の

追加的要件の下でのみ請求することができる。

BGB281 条

（1  ）債務者が、履行期にある給付を履行しなかったか又は債務に従って履行し

なかった場合において、債権者が債務者に対し、給付又は履行の追完のため

の適切な期間を定めても効果がなかったときは、債権者は、第 280 条第 1 項

の要件の下に、給付に代わる損害賠償を請求することができる。債務者が部

分的給付を行ったときは、債権者は、部分的給付にいかなる利益も持たない

ときに限り、給付全体に代わる損害賠償を請求することができる。債務者が

給付を債務に従って履行しなかった場合は、義務違反が著しいときを除き、

債権者は、給付全体に代わる損害賠償を請求することができない。

（2  ）債務者が、真意として、かつ、最終的に給付を拒絶したとき、又は双方の

利益を衡量した上で、直ちに損害賠償請求の主張をすることを正当化する特

別の事情が存在するときは、期間の設定は省略することができる。

（3  ）義務違反の種類により、期間の設定が考慮の対象とならないときは、警告
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をもってこれに代える。

（4  ）債権者が給付に代えて損害賠償を請求したときは、直ちに、給付に対する

請求権は排除される。

（5  ）債権者が給付全体に代わる損害賠償を請求したときは、債務者は、第 346

条から第 348 条までの規定により、給付した物の返還請求を行う権利を有す

る。

BGB283 条

　債務者が、第 275 条第 1 項から第 3 項までの規定により給付を行う必要がな

いときは、債権者は、第 280 条第 1 項の要件の下に、給付に代わる損害賠償を

請求することができる。第 281 条第 1 項第 2 文及び第 3 文並びに同条第 5 項の

規定は、この場合に準用する。

BGB285 条

（1  ）債務者が、第 275 条第 1 項から第 3 項までの規定により、給付を行う必要

がないことの根拠となった事情の結果、債務の対象に代えて補償又は補償請

求権を取得したときは、債権者は、債務者が補償として受け取った物の引渡

し又は補償請求権の譲渡を請求することができる。

（2  ）債権者が、給付に代わる損害賠償を請求することができる場合において、

債権者が前項に規定する権利を行使したときは、損害賠償は、取得した補償

又は補償請求権の価値分だけ減額される。

BGB311 条

（1  ）法律行為による債務関係の創設又は債務関係の変更には、法律が別段の定

めをしていない限り、当事者間の契約を要する。

（2  ）第 241 条第 2 項の規定による義務を伴う債務関係は、次に掲げる行為のい

ずれかによっても発生する。
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　1．契約交渉の開始

　2  ．当事者の一方が、何らかの法律行為上の関係で、相手方に対して自己の

権利、法益及び利益に対して影響を及ぼす可能性を与え、又は相手方に対

してこれらを委託する契約の着手

　3．同様の取引上の接触

（3  ）第 241 条第 2 項の規定による義務を伴う債務関係は、自ら契約当事者とな

らない者に対しても発生することが可能である。特に、第三者が、特別な程

度に自己に対する信頼を要求し、それによって契約交渉又は契約締結が著し

く影響を受ける場合には、かかる債務関係が発生する。

BGB311 条 a

（1  ）債務者が、第 275 条第 1 項から第 3 項までの規定により、給付を行うこと

を要しないこと又は給付障害が契約締結時に既に存在することは、契約の効

力を妨げるものではない。

（2  ）債権者は、その選択に従い、給付に代わる損害賠償又は第 284 条に規定す

る範囲で、自己が支出した費用の賠償を請求することができる。債務者が、

契約締結の際に給付障害を知らず、かつ、その不知について責めを負うべき

ものでもないときは、この限りでない。第 281 条第 1 項第 2 文及び第 3 文並

びに同条第 5 項の規定は、この場合に準用する。

BGB433 条

（1  ）売買契約により、物の売主は、買主に対し、その物を引き渡し、物の所有

権を得させる義務を負う。売主は、買主に対して、物の瑕疵及び権利の瑕疵

のない物を提供しなければならない。

（2  ）買主は、売主に対して、約定した売買代金を支払い、買った物を受領する

義務を負う。
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BGB823 条

（1  ）故意又は過失により、他人の生命、身体、健康、自由、財産その他の権利

を違法に侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する義務を負う。

（2  ）他人の保護を目的とする法律に違反した者も同様の義務を負う。当該法律

の内容上、これに対する違反が故意・過失がなくても可能な場合には、損害

賠償義務は、故意・過失のあるときにのみ発生する。

BGB826 条

　善良な風俗に反する方法で、故意に他人に損害を与えた者は、これによって

生じた損害を賠償する義務を負う。


